
「いじめ防止基本方針」 

鹿児島市立前之浜小学校  

１ いじめの定義  

    「いじめ」とは，「児童生徒に対して，当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等  

   当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与え  

る行為（インターネットを通じて行われるものも含む。）であって，当該行為の対象となっ  

た児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。  

 

２ いじめ防止対策についての基本理念について  

  鹿児島市立前之浜小学校（以下，「本校」という。）では，「いじめ防止対策推進法」第１３条に規

定されている「学校は，いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し，その学校の実

情に応じ，当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとす

る。」に基づき，次のような基本理念をもって，いじめ防止等の対策に積極的に取り組んでいく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織について  

  本校では，いじめ防止対策基本法第２２条に則り，いじめの問題に対する指導体制を十分機能さ

せていくために，校長のリーダーシップのもと，学校におけるいじめの防止等の対策のための組織

を中心に，学校全体で組織的，継続的な取組を行っていく。また，本校の実態に応じた校内連絡体

制を見直し，適切な報告や情報の共有がなされるとともに，いじめの態様や原因，その背景等に応

じて，指導方針や指導方法を明確にし，具体的な指導方法や内容等の共通理解を図りながら組織的

に対応していく。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 「いじめは決して許されない」行為であることの理解を図り，いじめを許さな

い，見過ごさない雰囲気づくりを醸成する。 

〇 豊かな情操や道徳心を高め，児童が安心して自己存在感や充実感を感じられる学

校づくりに努める。 

〇 いじめの早期発見のための指導体制の機能化を図り，早期解決のための校内及び

関係機関や専門家との協力体制を確立する。  

いじめ防止等対策委員会  

【構成】 校長・教頭・三主任  

◎毎月，企画委員会と合わせて開催  

 

 

[必要に応じて ] 

・ＰＴＡ役員  

・民生委員  

・関係機関の専門家等  

ｏ生徒指導体制  

(学校いじめ基本方針の評価・改善 ) 

ｏ教育相談体制  

(教育相談 ) 

ｏ校内研修体制  

(生徒指導校内研修企画・立案 ) 

心の教育推進委員

会  
【構成】 校長・教頭・全教職員  

◎毎月，第３月曜日開催  

[内容] いじめ問題をはじめ，不登校・

不登校傾向の児童の心の問題について共

通理解を図り，その対応や指導方法につ

いて共通実践していく。  



４ いじめの未然防止  

  いじめは，どの子にも，どの学校にも起こりうるという事実を踏まえ，より根本的ないじめ問題

克服のためには，すべての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり，すべての児童

をいじめに向かわせることなく，心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育み，いじ

めを生まない土壌をつくるために，関係者が一体となった継続的な取組を実践する。  

⑴ 学校の教育活動全体を通し，すべての児童に「いじめは決して許されない」行為であることの

理解を図り，児童に豊かな情操や道徳心，自分の存在と他人の存在を等しく認め，お互いの人格

を尊重し合える態度などを育成する取組を推進する。  

 ア 校内研修や職員会議で学校のいじめ防止対策基本方針の周知を図り，「ニコニコ月間」や「い

じめ問題を考える週間」等で全校児童を対象にいじめに関する講話等を行う。  

 ィ 毎月第１・３月曜日の心の教育推進委員会で，児童一人一人の理解を深め，情報の共有化を

図り，全教職員による指導体制を強化していく。  

 ウ ４月第３週及び９月第２週，１月の第２週の「いじめ問題を考える週間」を中心に，年間を

通して，適宜児童がいじめの問題について学ぶ時間を設定する。  

 エ １２月の人権旬間を中心に，児童の思いやりの心や自他の生命を尊重する態度を育む。  

 オ 委員会活動や児童総会等でいじめの防止について主体的な話合いと取組を推進する。  

(ニコニコ月間でのいじめ防止に関する標語，ポスターづくりへの取組 ) 

⑵ 児童が自己存在感や充実感を感じられる学習や行事等を展開し，互いに認め合える授業づくり

や集団づくりを通して，児童のコミュニケーション能力を高め，よりよい人間関係を築いていく

力を育てる。  

ア 基礎的・基本的事項の確実な定着を図り，児童一人一人の考えを大切にし，互いに交流し合

う授業づくりに努める。  

イ 学校生活の基盤である学級における人間関係づくりを重視し，学級目標を立て，日々の学級

経営に反映させる。  

ウ すべての教育活動を通して，児童が主体的に行動し，他者の役に立っているという自己有用

感や，自分自身の良さを認め自分は大切な存在であると思える自己肯定感を高める。  

 エ 異年齢による縦割班活動（朝のボランティア活動，児童集会，交流給食等）を充実し，協力

したり協調したりすることを体験的に学び，コミュニケーション能力やトラブルを自分たちで

解決する自己解決能力を育てる。  

 オ 児童会の自主的な朝のあいさつ運動（毎月第 1 週）を通して，児童同士の心のつながりを深

める。  

カ １１月の読書月間を中心に，豊かな感性を培う読書活動を推進する。  

⑶ いじめ問題への取組の重要性について保護者及び地域住民に認識を広め，地域・家庭と一体と

なって取組を推進するための普及啓発を図る。  

 ア 学校だよりや学年だより等の広報啓発活動を積極的に行う。  

 イ ＰＴＡ総会や学校関係者評価委員会などでの本基本計画や取組状況について，適宜広報して

いく。  

 ウ 保護者同士のコミュニケーションがより図られるよう適切なＰＴＡ活動を推進する。  

 エ いじめ問題やインターネット等の今日的課題について，ＰＴＡや家庭教育学級で講演や討論

会を通して学習する機会を設定していく。  

 

５ いじめの早期発見  

 いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装って行われたり

するなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し，些細な兆候であっても，

いじめではないかとの疑いを持って，早い段階から的確に関わりを持ち，いじめを隠したり軽視し

たりすることなく積極的に認知できるようにしていく。  

  そのために，日頃から児童の見守りや信頼関係の構築に努め，指導が示す変化や危険信号を見逃

さないようにアンテナを高く保つようにする。具体的には，下の６項目を中心に組織的・計画的に

実践していくようにする。気になることについて，日頃から教職員同士（心の教育推進委員会，放

課後等）や保護者（教育相談日，放課後，学級ＰＴＡ等），関係機関と連絡を取り合う関係を築いて

おく。  

 

 



早期発見のための 6 項目  担当  具体的な取組  

◯アンケートの定期的な実施による情

報の収集  

生活指導係  ・いじめアンケート (6 月，11 月，2 月 ) 

◯県教委作成の｢いじめ対策必携｣の活

用  

生活指導係  ・生徒指導校内研修での読み合わせと確

認 (学期はじめ，問題発生時 ) 

◯定期的な教育相談による児童の状況

の把握と情報の共有  

教育相談係  ・教育相談日 (児童 :木曜日 ) 

・教育相談 (保護者 :夏休み期間中 ) 

◯スクールカウンセラーや臨床心理相

談員等の保護者への周知及びその活

用  

生活指導係  ・スクールカウンセラーや臨床心理相談

員等の広報文書の配布と周知（4 月）  

◯管理職をはじめ，全職員による校内巡

視等の実施  

全 職 員 ・始業前，休み時間，昼休み時間の校内

巡視及び児童観察  

◯学校の取組の発信及び情報の収集･共    

 有  

管 理 職  

各 担 任  

・学校便り，学年便り  

・学級 PTA や PTA の会合  

 

⑴ スクールカウンセラーや臨床心理相談員等の外部専門家を活用し，いじめの態様やいじめ問題

の対処在り方について研修を深める。  

 ⑵ 関係機関等と定期的に連携を図り，相談体制の整備・充実に努める。  

 ⑶ 保護者との信頼関係を構築し，円滑な連携が図れるように努める。  

 

６ いじめへの早期対応  

  いじめがあることが確認された場合は，直ちに，いじめを受けた児童やいじめを知らせてきた児

童の安全を確保し，いじめたとされる児童に対して，担任と生徒指導主任等二人以上で事情を聴き

とり，確認した上で所定の用紙に記入する。いじめ問題等対策等委員会をその日に臨時で開く。そ

こで，指導方針や指導方法を明確にし，具体的な指導方法や内容等の共通理解を行い適切に指導す

る等，組織的な対応を行う。また，家庭や教育委員会への連絡・相談や，事案に応じ，関係機関と

の連携を図るようにする。  

 

 

【いじめ問題への基本的な対応の流れ】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

い じ め 情 報 の 入 手 

 

いじめ対応チームの編成 

 

□ 誰が誰をいじめているのか？  

□ いつ，どこで起こったのか？  

□ どんな被害を受けたのか？  

□ いじめのきっかけは何か？  

□ いつ頃から，どのくらい続いているのか  

〇 アンケートの実施   

〇 日記，連絡帳など  

〇 子供との会話  

〇 養護教諭との連携  

〇 保護者との連携  

〇 日常生活の観察  

〇 教育相談  

担 任  

 

生徒指導主任  

 

校長・教頭  市 教 育 委 員 会  

いじめ防止等対策委員会  

※緊急性のある場合  

◎ いじめられた子供を徹底して守る。  

◎ 見守る体制を確認する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 重大事態への対応  

 ⑴ 「いじめ防止対策推進法」第２８条に係る重大事態とは，「いじめにより生命，心身又は財産に

重大な生じた場合」「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合」で

ある。特に，児童が自殺を企画した場合，身体に重大な障害を負った場合，金品等に重大な被害

を被った場合，精神症の疾患を発症した場合いじめられた児童の安全を確保し，早急な対応をお

こなう。  

 

対応方針の決定・役割分担  

正確な実態把握・支援・ 

指 導 ・ 保 護 者 と の 連 携  

□ 緊急度の確認  

□ 詳細な調査の必要性  

□ 具体的な指導・援助の方針の検討  

  (役割分担・支援チームの構成 ) 

□ 事情聴取や指導時の留意事項の確認  

□ 保護者への対応  

□ 関係機関との連携の方向性  

◎ いじめられた児童，いじめた児童，周囲に

いる児童なとから個別に聞き取りを行う。  

◎ いじめの状況，いじめのきっかけ等をじっ

くり聴き，事実に基づく指導を行えるように

する。  

◎ 事情聴取は，被害者→周囲にいる者→加害

者の順に行う。  

◎ 事情の食い違いがないか，複数の教員で確

認しながら聴取を進める。  

◎ 聴取を終えた後は，当該児童を自宅まで送

り届け，担任 (教頭同行 )が保護者に直接説明

する。  

保護者へは  

◎ 直接会って，具体的な対策を話す。  

◎ 協力を求め，今後の学校との連携について

話し合う。  

 

① 児童の安全確保に配慮して安心させ，児童と

の信頼関係を築く。  

② 児童の話を聴くことを重視し，その思いを受

け止め，共感的理解に努める。  

③ 具体時支援については，本人の意思や希望を

大切にし，意向を確認しながら進める。  

いじめられた児童への基本的な関わり方  

 

いじめた児童への基本的な関わり方  

① いじめる行為が「命に係わる重大なこと」で

あり，「決して許されない」という毅然とした

態度で臨む。  

②  いじめられた児童の心の痛みに気付かせな

がら，いじめた気持ちや状況などを受容的・共    

感的な態度で十分聴き，いじめる行為の背景を

理解して対応する。  

③ 心理的な孤立感・疎外感を与えないようにす

るなど一定の教育的配慮のもと，粘り強い指導

を行う。  

指導体制の検討・今後の対応  

【いじめ防止等対策委員会による対応】  

◎ 学校生活での意図的な観察・助言  

   (当該児童と周りの児童の状況 ) 

◎ 学級担任へのサポート  

◎ 保護者との連携支援  

◎ 関係機関との連絡支援  

◎ その後の状況について教育委員会へ報告  



 ⑵ 重大事態への緊急対応  

  ア 重大事態の報告  

    重大事態を認知した場合，学校は市教育委員会を通じて，直ちに市長へ報告する。  

  イ 全校体制による緊急対応  

「いじめ防止等対策委員会」で策定した緊急対応策をもとに，市教育委員会と連携して全校

体制で対応する。  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 市教育委員会との連携  

 ・事態の状況確認，情報収集，情報整理したことを市教育委員会に報告  

 ・臨床心理相談員，スクールカウンセラーなどの緊急派遣等の人的支援の要請  

 ・県教育委員会や県警などとの連携についての要請  

エ 学校による調査  

  いじめ防止対策推進法第１８条の規定に基づき，重大事態に対処するとともに，再発防止に

資することを目的として，事実関係を明確にするための調査を関係機関との情報連携を図りな

がら「拡大いじめ防止等対策委員会」で行う。  

オ その他留意事項  

 ○ いじめられた児童及びその保護者はもちろんのこと，調査そのものが調査対象の児童や保

護者の心的負担を与えることも考慮し，調査の実施と並行して，市教育委員会に臨床心理相

談員やスクールカウンセラーの派遣を依頼する。  

 ○ いじめられた児童及びその保護者に対して調査方法や調査内容について，十分説明し，合

意を得ておく。調査経過についても，適時・適切な方法で報告することが望ましい。  

 ○ 調査対象の児童及び保護者に対して，調査によって得られた結果については，分析・整理

した上で，いじめられた児童及びその保護者に情報提供する旨を十分説明し，承諾を得てお

く。  

 ○ 報道取材等への対応については，プライバシーへの配慮を十分行い，事実に基づいた，正

確で一貫した情報を提供するために，窓口を教頭として，市教育委員会と連携をとりながら

対応する。  

 

８ その他  

 ⑴ いじめ防止基本方針を学校のホームページで公表し，児童一人一人のいじめの防止へ理解と認

識を深め，実践への意欲喚起を図ることができるようにする。  

 ⑵ 学期末に，定期的な点検・見直しを行い，これに基づいた必要な措置を行い，いじめ基本方針

を更新していくようにする。  

 

拡大いじめ防止等対策委員会  

校長，教頭，三主任，養護教諭  

担任，関係機関  

外部窓口：教頭  

校内窓口：生徒指導主任  

ｏ事態の状況確認，情報収集，情報整理  

生徒指導主任  

 

保健主任  

 

ｏ児童の状態確認

と支援・指導  

ｏ児童・保護者・教

職員の心のケア  

ｏＰＴＡ，警

察などとの

連携  

教頭  

 


